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受
け
た
子
ど
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た
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者
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家
に
閉
じ
込
め
る
、

い
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気
や
け
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し
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び
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し
ゃ
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虐
待
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ぎ
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に
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れ
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。
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国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金
保険料を納めていただくことで満額の老齢基礎年金を受給することができま
す。
しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得など
の届出忘れにより国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金その
ものが受給できなくなってしまうこと（保険料納付や免除等の合計が25年（300月）未満の場合）が
あります。
このような事態を避けるために、昨年、法律が改正され、平成24年10月１日から、国民年金保険
料の納めることができる期間が過去２年から10年に延長となる後納制度が始まります。
具体的には、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるようになりま
す。（注）
ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができませんので、ご注意願います。
なお、後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいだたき審査させていただくことになります。
審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。
詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。
注：後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月１日から平成27年９月30日までの３年間です。

国民年金保険料専用ダイヤル ０５７０－０１１－０５０
月～金曜日 午前８：30～午後５：15（ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後７：00まで延長）
第２土曜日 午前９：30～午後４：00（祝日、12月29日～１月３日はご利用いただけません。）
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■お問い合わせ先 住民福祉課福祉係 ℡６２−１１１１（内線１３３）
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